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金金金
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お待ち
しています

２つ
の窓口で

年年年 課課課

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

市
年
金
課
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）
で
は
、
大
き

く
分
け
て
２
種
類
の
事
務

を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

窓
口
の
ひ
と
つ
は
、
社

会
保
険
庁
の
国
民
年
金
事

務
の
一
部
を
担
当
す
る
国

民
年
金
係
。
も
う
ひ
と
つ

は
、
児
童
手
当
や
児
童
扶

養
手
当
、
市
民
福
祉
金
な

ど
の
事
務
を
担
当
す
る
給

付
係
で
す
。

問
合
せ
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
連
絡
先
へ

国
民
年
金
の
保
険
料
納
付

書
や
口
座
振
替
、
年
金
手
帳

の
発
行
、
厚
生
年
金
に
関
す

る
こ
と
、
す
で
に
年
金
を
受

給
中
の
人
に
関
す
る
こ
と
な

ど
、
年
金
に
関
す
る
事
務
の

大
部
分
は
、
国
の
機
関
で
あ

る
社
会
保
険
事
務
所
が
取
り

扱
っ
て
い
ま
す
。

西
宮
市
の
管
轄
は
、
西
宮

社
会
保
険
事
務
所
（
津
門
大

塚
町
８
―
２６
�
０
７
９
８
・

３
３
・
１
２
８
５
）
で
す
。

年
金
課
給
付
係
で
は
、
児
童

手
当
や
児
童
扶
養
手
当
、
市
民

福
祉
金
な
ど
に
関
す
る
事
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
で
支
給
要

件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
個
別

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
の
健
全
な
成
長
を
願

っ
て
児
童
手
当
な
ど
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
所
得
制
限
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

�
児
童
手
当

対
象
は
義
務
教
育
就
学
前
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
。
支

給
期
間
は
６
歳
到
達
後
最
初
の

年
度
末
ま
で

�
児
童
扶
養
手
当

対
象
は
、
父
と
の
死
別
（
遺

族
年
金
な
ど
が
受
け
ら
れ
な
い

と
き
）
や
父
母
の
離
婚
な
ど
で

父
と
生
計
を
と
も
に
で
き
な
い

か
、
重
度
障
害
な
ど
の
父
を
も

つ
児
童
の
母
か
養
育
者
。
支
給

期
間
は
、
１８
歳
到
達
後
最
初
の

年
度
末
ま
で

�
特
別
児
童

扶
養
手
当

対
象
は
障
害
程
度
が
中
度
以

上
の
２０
歳
未
満
の
児
童
を
養
育

す
る
人

市
独
自
の
制
度
と
し
て
、
市

内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
ん

で
い
る
障
害
者
や
遺
児
に
市
民

福
祉
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
に

つ
い
て
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

�
障
害
福
祉
金

対
象
は
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
軽
度
以
上
の
判
定

書
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

※
す
で
に
手
帳
な
ど
の
交
付

を
受
け
て
い
て
申
請
が
ま
だ
の

人
は
、
早
め
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い

�
遺
児
福
祉
金

対
象
は
１８
歳
未
満
の
児
童

（
高
校
な
ど
に
在
学
中
の
と
き

は
２０
歳
未
満
）
で
、
両
親
ま
た

は
父
か
母
が
い
な
い
状
態
か
、

父
ま
た
は
母
が
重
度
障
害
の
人

国
民
年
金
の
制
度
的
な
理
由

で
、
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基

礎
年
金
な
ど
を
受
け
ら
れ
な
い

外
国
人
な
ど
の
高
齢
者
や
重
度

障
害
者
に
、
市
独
自
の
制
度
と

し
て
「
外
国
人
等
高
齢
者
・
重

度
障
害
者
特
別
給
付
金
」
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

国民年金は、厚生年金や共済組合などと常
に関連しています。就職や退職、結婚など生
活に変化があったときは、下表のとおり届け
出が必要です。各手続きに必要な書類等は、
個別に異なります。事前に、それぞれの手続
き先にお問合せください。

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と

き
は
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る

と
、
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

免
除
に
は
、
一
般
の
免
除
と
学

生
納
付
特
例
と
が
あ
り
ま
す
。

通
常
の
承
認
期
間
は
、
一
般

の
免
除（
全
額
ま
た
は
半
額
）が

７
月
か
ら
翌
年
６
月
ま
で
、

学
生
納
付
特
例
が
４
月
か
ら

翌
年
３
月
ま
で
で
す
（
期
間

の
途
中
で
申
請
し
た
場
合
は
、

申
請
月
の
前
月
か
ら
が
免
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
）
。

い
ず
れ
も
前
年
の
所
得
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

毎
年
、
申
請
が
必
要
で
す
。

免
除
を
継
続
し
て
希
望
す

る
人
で
、
申
請
が
ま
だ
の
場

合
は
早
め
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
各
支
所
・
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
も

手
続
き
で
き
ま
す
。

市
と
西
宮
商
工
会
議
所
が
設

置
運
営
し
て
い
る
、
Ｉ
Ｔ
関
連

創
業
支
援
施
設
「
創
宝
（
Ｓ
Ｏ

Ｈ
Ｏ
）
に
し
の
み
や
」
に
空
き

ブ
ー
ス
が
で
き
ま
し
た
の
で
、

入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

同
施
設
は
、
阪
急
西
宮
北
口

駅
北
東
の
ア
ク
タ
西
宮
西
館
２

階
に
あ
り
、
今
回
の
募
集
は
１

ブ
ー
ス
（
約
５
平
方
㍍
）
で
す
。

【
概
要
】
光
フ
ァ
イ
バ
ー
専

用
回
線
に
常
時
接
続
可
能
（
無

料
）。
専
門
家
に
よ
る
経
営
等

の
指
導
を
受
け
る
こ
と
も
可
。

ブ
ー
ス
内
に
机
と
い
す
、
共
用

部
分
に
会
議
机
・
コ
ピ
ー
機
・

ト
イ
レ
・
流
し
台
あ
り
。
賃
料

（
共
益
費
込
）
は
月
額
２
万
６

４
３
０
円
。
保
証
金
は
９
万
３

０
０
０
円
。
光
熱
水
費
は
自
己

負
担
。
詳
し
く
は
同
会
議
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス
は

http://w
w
w
.n-cci.or.jp/so

ho2.htm
l

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い

【
対
象
】
市
内
で
Ｉ
Ｔ
（
情

報
技
術
）
を
利
用
し
て
起
業
す

る
、
ま
た
は
起
業
し
て
２
年
以

内
の
法
人
・
個
人

【
入
居
日
】
１２
月
１
日

【
申
込
】
１１
月
２０
日
ま
で
に

西
宮
商
工
会
議
所
（
０
７
９
８

・
３
３
・
１
１
３
１
）
へ

市
立
中
央
病
院
は
、
病
気
の

早
期
発
見
・
予
防
な
ど
健
康
管

理
に
役
立
て
て
も
ら
う
た
め
、

人
間
ド
ッ
ク
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
高
血
圧
症
・
糖
尿
病
な
ど

の
生
活
習
慣
病
の
多
く
は
、
自

覚
症
状
が
な
い
ま
ま
進
行
す
る

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
て
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
見
直
し
と
生
活

習
慣
の
改
善
を
図
り
ま
せ
ん
か
。

利
用
料
な
ど
は
別
表
の
と
お

り
で
す
。
１
泊
２
日
コ
ー
ス
で

の
夕
食
と
宿
泊
は
、
宝
塚
ホ
テ

ル
を
利
用
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
は
、
平
日
の

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

に
市
立
中
央
病
院
健
康
管
理
セ

ン
タ
ー
（
０
７
９
８
・
６
４
・

１
５
１
５
）
へ
。

届け出が必要なとき
手続き先

市年金課

配偶者の勤務先

本人の勤務先
市年金課
（配偶者が第３号被保
険者のときは、配偶
者の届け出も必要）

配偶者の勤務先

市年金課

転出先の市町村
（年金担当窓口）

配偶者の勤務先

※１号（第１号被保険者）…日本国内に住所がある学生や農業、自営業の
人などで、２０歳以上６０歳未満の人

２号（第２号被保険者）…厚生年金や共済組合に加入している人
３号（第３号被保険者）…第２号被保険者に扶養されている配偶者で、

２０歳以上６０歳未満の人

被保険者の種別※

未加入⇒１号

未加入⇒３号

１号・３号⇒２号

２号（配偶者は
３号）⇒１号

１号・２号⇒３号

３号⇒１号

１号⇒１号

３号⇒３号

届け出事由

２０歳になったとき
（ただし、厚生年金などに
未加入のとき）

就職したとき

退職して、６０歳までに厚生
年金などをやめたとき

結婚などにより、扶養され
るようになったとき
離婚や収入の増加などによ
り、扶養からはずれたとき

他の市町村へ転出するとき

�児童扶養手当の手当月額（平成１５年１０月分から）
児童３人

５万円

（５万３７０円）

４万９９９０円～

１万７９１０円

（５万３６０円～

１万８０００円）

※児童が４人以上のときは、１人増えるごとに３０００円が加算されます

児童２人

４万７０００円

（４万７３７０円）

４万６９９０円～

１万４９１０円

（４万７３６０～

１万５０００円）

児童１人

４万２０００円

（４万２３７０円）

４万１９９０円～

９９１０円

（４万２３６０円～

１万円）

改定後

改定前

改定後

改定前

区 分

全部
支給

一部
支給

手当
月額

市立中央病院 人間ドック利用料

西宮市国民健康保険加
入者（※）の自己負担額

１万２０００円

１万２６００円

１万８００円

２万４０００円

５万２３５０円

４万３９５０円

７万２３００円

※対象は４０歳以上の西宮市国民健康保険被保険者で、
前月分までの保険料を完納している人

料金
（税込み）

４万２０００円

４万４１００円

３万７８００円

８万４０００円

１１万２３５０円

１０万３９５０円

１３万２３００円

区分

半日・一般

半日・脳

半日・肺

１泊２日

１泊２日
（脳付き）

１泊２日
（肺付き）

１泊２日
（脳・肺付き）

ＳＯＨＯ

創宝にしのみや

TEL
０７９８－３５－３１２４

生
活
に
変
化
が
あ
っ
た
と
き
は

忘
れ
ず
に
届
け
出
を

入居者を募集

市役所

（学生納付特例を含む）

申請は毎年必要です

保険料免除

国民年金係

健
康
管
理
が
気
に
な
り
始
め
た
ら

物価スライドの適用により現行手当額の０．９％相当額が減額されます。

改定は平成１５年１０月分（１２月支給分）からです。所得制限により、下表の

いずれかの額になります。※１２月支給分には８月分～１１月分を含む

市
立
中
央
病
院
の
人
間
ド
ッ
ク

児童扶養手当の手当額が変わります

障
害
者
や
遺
児
に

ご存じですか？様々な手当や給付
該当すると思われる人は相談を

市
民
福
祉
金

TEL
０７９８－３５－３１９０

外
国
人
の
高
齢
者
や

重
度
障
害
者
に

健
や
か
な
成
長
を
願
い

児
童
手
当

児
童
扶
養
手
当

特
別
給
付
金

な
ど

給付係

年金課特集 平成１５年（２００３年）１１月１０日 （４）

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


